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表彰に関する規定 
表彰に関する規定を次のとおり定める。 
    
（表彰の種類） 
第 １ 条  表彰の種類は感謝状とする。 
 
（感謝状） 
第 ２ 条  １）部外者または部外団体で本連盟の事業に協⼒し特別な功績があった者。 
      ２）吹奏楽の発展に尽⼒し、連盟として推奨すべき特別な業績があった者。 
 
（認 定） 
第 ３ 条  表彰の認定は、常任理事会の議を経て決定する。 
 
（表彰基準） 
第 ４ 条  表彰の基準は下記の１）〜３）に準じて選考する。 
      １）感謝状の基準 
       ① 本連盟の役員を５年以上勤続し、本連盟の役員を退任した者。 
       ② 本連盟の活動に⽀援、協賛した法⼈（団体）・企業。 
       ③ 第２条１）２）を具体的な事例に従って検討する。 
      ２）表彰されるにふさわしくない⾏為を⾏ったと判断される場合は、選考の対象としな

い。 
 
（表彰様式） 
第 ５ 条  １）表彰の書式は被受賞者の⽒名に様をつけ、授与者は理事⻑名とする。 
      ２）表彰には記念品を贈ることができる。 
 
（勤続年数の換算） 
第 ６ 条  勤続年数の評定は第５条１）〜２）に準じて換算する。 
      なお、表彰する年の年度はカウントしない。また、前回表彰されなく、前回以前から年

数が継続される場合は、それをカウントして換算する。 
 
（表彰の場所） 
第 ７ 条  表彰は原則として理事総会、当該事業の会場などの公の場で授与する。 
 
（附 則） 
第 ８ 条  １）この規定は理事総会の議決を経なければ変更することができない。 
      ２）この規定は平成 16 年 11 ⽉ 6 ⽇より施⾏する。 
 

 平成 27 年 11 ⽉ 7 ⽇⼀部改定 
 平成 28 年 4 ⽉ 16 ⽇⼀部改定 
 平成 28 年 11 ⽉ 5 ⽇⼀部改定 

 令和 6 年 4 ⽉ 20 ⽇⼀部改定 

  


